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平成１９年度第２回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 
 

１ 日  時  平成２０年２月１８日（月）午後１時００分 ～ 午後３時００分 

２ 場  所  千葉市総合保健医療センター４階会議室 

３ 出 席 者  （委 員）鵜澤委員長、大迫委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員 

（５０音順） 

       （事務局）山本財政局長、渡部財政部長、田野契約課長、山田検査課長 

布施（悦）契約課主幹、菊地契約課課長補佐、 

              長谷川契約第一係長、布施（安）契約第二係長、 

              白井契約課主任主事、小澤契約課主任主事、 

稲次契約課主任技師 

 

４ 議   題   各入札方式における契約手続の審議 

          

５ 報 告 事 項  指名停止状況について 

         入札・契約制度改善について 

          

６ 議事の概要 （１）議事録署名人について 

（２）抽出議案の審議について 

（３）報告事項について 

（４）その他 

 

７ 会議経過（発言の要約） 

 

午後１時００分開会 

 

（１）議事録署名人について 

 

鵜澤委員長の推薦により、篠委員と本橋委員に決定 

 

（２）抽出議案の審議について 

  

 案件１ 政府調達協定一般競争入札「南部浄化センターＣ系水処理施設土木工事」 

 案件２ 制限付一般競争入札「下水道排水施設工事（大森雨水１９－１工区）」 

 案件３ 制限付一般競争入札 「千葉市営住宅宮野木町第１団地第一期建替事業建築主体工事（ＢＣ工区）」 

案件４ 指 名 競 争 入 札「舗装復旧工事（土気１９－１）」 

案件５ 随  意  契  約「下水道排水施設工事（稲毛黒砂貯留管その２）」 

 

 



 ２ 

○鵜 澤 委 員 長  審議に入る前に事務局から現在の入札制度の概要について説明をお願いし 

ます。 

 

○布施契約課主幹 （入札制度の概要について説明） 

 

○鵜 澤 委 員 長  それでは、各入札方式における契約手続の審議に入らせていただきます。

初めに今回の案件の抽出者であります中曽根委員より、各案件の抽出理由

の説明をお願いします。 

 

○中 曽 根 委 員  案件１は、今回の全案件を通して唯一の政府調達協定一般競争であるた

めです。各政令市の一般競争入札の基準額や導入状況について説明して頂

きたいと思います。案件２は、制限付一般競争入札で、簡易型総合評価落

札方式により執行し、最低価格者以外が落札した逆転現象が起こった案件

であるためです。案件３は、制限付一般競争入札で、電子入札で執行した

ものです。１９年度は１００件を試行し、２０年度からは全面的に導入す

るとのことですので、抽出しました。また、特定建設工事共同企業体案件

であるためです。案件４は、指名競争入札で電子入札で執行したものです

が、一部紙での入札を認めた案件であります。今後も例外的に紙入札はあり

得るものなので、抽出しました。案件５は、随意契約で執行した案件で、今後

も随意契約が必要かどうかを議論していだたくために抽出しました。 

 

○鵜澤委員長  事務局より案件１の政府調達協定一般競争入札の説明をお願いします。 

 

○菊地契約課長補佐 （案件１についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○鵜澤委員長  政府調達協定一般競争入札の制度について事務局から説明をお願いします。 

 

○田野契約課長  ＷＴＯ政府調達協定は、世界貿易の一層の自由化及び拡大を図るために

国や地方自治体が発注する建設工事においても基準額（ＳＤＲ）以上の案

件についてはこの協定により執行することとなっています。基準額は今現

在政令市においては２４億１千万円ですが、２０年４月１日から基準額の

邦貨換算額の見直しにより、２６億３千万円に改定されます。ＷＴＯ政府

調達協定一般競争の特徴として、入札参加資格については、契約履行能力

を有していることに関わること以外には設定してはいけないことになって

います。つまり、制限付一般競争のように地区要件を設定して国内外業者

を区別してはいけないことになっています。外国企業の参入が可能性であ
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ります。他にＷＴＯ政府調達協定一般競争では公告から入札までの期間・

４０日間や、苦情手続きの整備や、資格確認の随時登録を認めていますが、

制限付一般競争においても、この点では同様の対応となっています。 

また、各政令市の一般競争の導入状況ですが、お配りしました別表のと

おりです。全政令市が一般競争導入済みで、基準額は２５０万円から   

２４億１千万円の間でそれぞれ設定しています。内訳は２５０万円から 

１０００万円が４市で、１０００万円から５０００万円が５市で、    

５０００万円以上が８市の計１７市になっています。平成２０年度につい

ては、まだ未定である市が多いですが、拡大していくだろうと思われます。 

 

○篠 委 員   ３社ＪＶが資格要件に該当しなくなったため失格となっていますが、談

合のためですか。 

 

○田野契約課長  公正取引委員会から、平成１９年１１月１２日、名古屋市交通局発注の

土木工事の入札談合事件で、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたた

め、指名停止となったことによります。 

 

○鵜澤委員長  ＪＶを構成する１社が指名停止になったのですか、それともＪＶ自体が

指名停止になっているのですか。 

 

○田野契約課長  ＪＶを構成する３社のうち、いずれか１社でも指名停止になれば、その

ＪＶは入札参加資格要件に該当しないこととなります。 

 

○大 迫 委 員  ＪＶを新しい企業体と理解することは出来ないのですか。 

 

○田野契約課長  技術力を結集し確実な施工の確保及び危険負担の分散等を図るため、こ

の工事のために結成された、特定建設工事共同企業体であり、新しい企業

体と考えられます。しかし、構成する１社でも資格を満たさなければ、好

ましくないものであり、資格要件には該当しません。 

 

○本 橋 委 員  一般競争入札の各政令市との比較でみると、千葉市は平成１９年度は 

２０００万円以上で高くもなく低くもなくという程度ですが、平成２０年

度以降も２０００万円以上だったら、基準額が高い市になると思います。

各政令市の動向に注意して、基準額を検討してもらいたい。 

 

○中曽根委員  確かに平成１９年度の基準額には幅があります。現状では２０００万円以

上という基準額は、ひどく高いわけではありません。基準額を下げると指名

競争の数が減っていくことになりますが、地域の企業の育成という面では、

難しくなるのかなと思います。 
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○本 橋 委 員  ２５０万円まで下げられればよいのですが、地域的な特性等もあると思

います。難しいところではありますが、きちんと説明できるところで、基

準額を設定してもらいたいと思います。 

 

○鵜澤委員長  平成２０年度以降は未定の政令市もありますが、相対的なところも考え

て、千葉市の基準額を決めてもらいたいと思います。 

他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件２と案件３の制限付一般競争入札に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

○菊地契約課長補佐 （案件２と案件３についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○中 曽 根 委 員  案件２は、最低価格者以外が落札する逆転現象が起こっています。今後

も十分に想定されることであり、どのように考えていけばよいでしょうか。 

案件３は、電子入札で執行し、ＪＶ案件であります。ＪＶの電子入札の

方法や手続きを検討してもらいたいと思います。 

 

○田野契約課長  総合評価落札方式は、学識経験者に意見聴取し、入札金額だけでなく、

施工計画や企業の社会性等により評価した加算点と両方を加味した評価値

によって落札者を決定する方式であります。加算点の大小によっては最低

価格者が落札者となるとは限らず、最低価格者以外が落札者となります。

いわゆる逆転現象が起こり得ます。千葉市でも今年度２４件中６件の逆転

現象が発生しています。 

         この案件の結果調書を見ていただくと、落札者は施行計画の中の「施工

上の課題に係る技術的所見」で１０点を取るなど、総合で３３点と高い評

価点を獲得し、最低価格者の評価値を上回ることとなりました。入札価格

差が少なかったことも要因としてあります。価格以外の要素を総合的に勘

案した結果であります。 

         次に、２社ＪＶによる電子入札ですが、ＩＣカードは代表構成員のもの

を使用することとなっています。対外的な折衝などは代表構成員が行いま

す。 

 

○山田検査課長  総合評価は価格競争だけでなく、技術評価をしていこうというものです。

加算方式と除算方式がありますが、千葉市は除算方式を採用しています。

加算方式に比べ、除算方式は入札価格が低いほうが有利に設定される計算
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式です。この案件は評価点が３３点と大きいことが、逆転につながった要

因となります。なお、加算方式か除算方式かは、各自治体ごとに選ぶこと

になります。 

 

○本 橋 委 員  評価点だけをとると、施工計画の点が高かったことになります。施行計

画をしっかり行っていれば良いということには、ならないのでしょうか。

実際に施工された結果、工事成績評定点はどうなるのでしょうか。 

 

○山田検査課長  検査では、施工計画以上で実行しないと、工事成績評定点が低くなりま

す。提出された施工計画に基づき、こちらも良いものを期待しますから、

完成の基準が高くなるわけです。施工計画どおりに施工しないと、今後の

総合評価の工事成績評定点実績の点数に影響が出てくることになります。 

 

○本 橋 委 員  もし施工計画の評価点が低かった場合には、工事成績評定点は高くなる

わけですか。同じ工事内容でも施工計画によって、工事成績評定点に差が

出るのですか。 

 

○山田検査課長  総合評価の場合のみ施工計画と比べて点数を付けることになります。総

合評価以外の工事では、施工計画は請け負った後に提出されますので、通

常は比べません。 

 

○大 迫 委 員  辞退が２社ありますが、１社のみ技術評価点が入っています。そして、

２社とも入札金額は入っていません。これは辞退する時点が違うというこ

とですか。技術提案書と入札書は一緒に出すような気がするのですが。 

 

○田野契約課長  １社は申請後の辞退です。申請はしたものの、その後、一連の書類は提

出せずに辞退したことになります。１社は技術提案書を提出した後、入札

書を提出するまでに辞退したことになります。辞退の時点が違うことにな

ります。 

 

○篠 委 員  実際に、例えば「施工上の課題に係る技術的所見」で、どのような理由

で１０点がつくのでしょうか。 

 

○田野契約課長  この工事の実施要領書のなかで、既設の雨水管の大雨のときの仮排水対

策ということで、配点が１０点、５点、０点、欠格とありまして「現場条

件を踏まえて、適切であり、重要な項目が記載されている」ということが

１０点となっており、この内容を満たしていたということになります。局

ごとに設けられている技術審査会がありまして、技術職の技術審査員が審
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査しております。 

 

○大 迫 委 員  案件３についてですが、誓約書未提出のため失格とありますが、誓約書

を提出した後に、入札書を提出するのですか。 

 

○田野契約課長  電子入札ですので、入札書に積算内訳書と誓約書を添付して、３つ揃え

て電子データで送ってもらうことになっています。開札の時間になって、

はじめて確認することができますので、そのときに失格となっています。 

 

○大 迫 委 員  入札書は送られていなかったのですか。 

 

○田野契約課長  入札書と内訳書はありましたが、誓約書はありませんでしたので、失格

要件に該当し、失格となっております。 

 

○大 迫 委 員  でしたら、入札金額を入れるべきではないのですか。というのは、案件

２では、技術提案書が提出されているので技術評価点が入っていましたが、

入札金額は入っていませんでした。辞退ということであれば、技術評価点

は省くべきではないですか。 

 

○田野契約課長  総合評価の案件２では、技術審査会の審査を通っているので、技術評価

点がはいっております。その後、辞退して、入札書を提出しなかったとい

うことです。 

 

○大 迫 委 員  入札書と技術提案書は一緒に出しているのではないのですか。 

 

○田野契約課長  日付が違います。技術審査会の後に、入札書を提出することになります。 

 

○本 橋 委 員  誓約書未提出のため失格ということですが、今後、システム上の障害で

添付資料が届かないということはあり得るのですか。対応は考えています

か。 

 

○田野契約課長  システム上の障害は、相手側から合理的な理由があれば、有効というよ

うに考えております。今年度の１００件ではシステムの障害はありません

でしたが、全件を予定する来年度も注意を払ってまいります。 

 

○鵜澤委員長  問題の無いようにお願いします。 

他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件４の指名競争入札について、事務局
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から説明をお願いします。 

 

○菊地契約課長補佐 （案件４についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○中 曽 根 委 員  ＩＣカードの発行の申請手続き、あるいは、カードの登録内容の変更に

時間がかかってしまったため、電子入札に参加できないというときに、ど

ういう対応をするのかということですが、この案件は紙入札を認めている

ものです。システム障害のときも認めていかざるを得ないということです

ね。 

 

○田野契約課長  基本的には全て電子入札で行っていきたいのですが、例外的に紙入札を

認めざるを得ないわけです。 

ＩＣカードを発行する認証局への申請手続きに要する時間的な問題、カ

ードの登録内容の変更にかかる期間が入札期間と重複する場合、又は取得

したカードを千葉市に利用者登録しなければならないが、この登録が入札

期間に間に合わない場合など、やむを得ない理由については認めています。 

抽出案件の業者については既にカードを認証局から取得していたのです

が、千葉市の利用者登録が入札期間に間に合わなかったことから、紙入札

の申請を受け、紙入札を認めました。指名した後で、千葉市の利用者登録

を行ったということでございます。 

 

○大 迫 委 員  こういうときに紙入札を認める、こういう状況では失格になるというこ

とは公表してあるのですか。 

 

○田野契約課長  千葉市電子入札運用基準第８条で「紙入札での参加」について定められ、

公表されています。第１号から第３号まであり、ＩＣカードの名義人の変

更、破損、パソコン等のシステム障害などやむを得ないと認められる理由

などによります。 

 

○中曽根委員  ＩＣカードは、皆持つことになるのですね。更新手続きをする必要はあ

るのでしょうか。 

 

○田野契約課長  ＩＣカードは２年ないし３年で更新が必要です。たまたま更新期間と入

札が重なってしまう可能性はあります。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 
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無いようでしたら、続きまして案件５の随意契約について、事務局から

説明をお願いします。 

 

○菊地契約課長補佐 （案件５についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○中曽根委員  どうしても随意契約でなくてはいけないのかという議論になるかと思い

ます。この案件はコンクリート打設工事で、随意契約が費用的にも妥当に

なるということでしょうが、最初から内容が分かっている工事と思います

ので、一括発注は何故しないのですか。 

 

○田野契約課長  本工事は、シールド工法において、セグメントと呼ばれる組立て式の材

料を管路内に円形に一次覆工した後、その上にコンクリートを打設する二

次覆工になります。一括発注しない訳は、今回のような大規模で長期間に

渡ることで、国庫補助金の申請上、分割して発注することにならざるを得

ないからです。 

施工にあたっては、一次覆工において設置した坑内の軌道設備、配管設

備、電気設備及び立坑設備等を使用する作業となり、これらの設備と一体

的な施工管理が求められるため、本体工事を受注した業者と随意契約を行

いました。現状の設備を使用できるので、経費のうえでも節減できるとい

うことでございます。 

 

○鵜澤委員長  国からの補助金について、どのように申請しているのか、説明してくだ

さい。 

 

○山田検査課長  国の会計年度は基本的に単年度会計です。うまくいかないところもある

ので、明許繰越の手続きを設けています。１年間で終わらないと説明でき

る工事、１年間でも工期が２８０日以上の工事は、全体設計という手続き

があります。全体設計は継続費設定というものがあって、最大で３年の継

続費を設定しています。 

この工事は、全体設計で極力工期を短縮した場合でも、二次覆工まで含

めてしまうと工期が延びてしまいます。一次覆工で２年とか３年の継続費

を設定しておいて、単年度会計で済む二次覆工を後から随意契約を結ぶと

いう方法です。このように工事を執行して国の会計年度と市の会計年度を

うまくあわせて、工期内に終わらせているということだと思います。 

 

○本 橋 委 員  入札制度の問題ではなく、国の補助金の問題なのですね。入札制度とい



 ９ 

う面では一括発注するべきだとは思いますが。 

 

○山田検査課長  一括発注をかけると３年間を超えてしまうので、一次覆工のみで全体設

計を組んで認可をもらい、二次覆工は１年間かからないので、単年度会計

で行うということです。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、以上で入札方式別契約手続の審議を終わらせていた

だきます。 

 

（３）報告事項について 

 

○鵜澤委員長  次に事務局より、指名停止状況、入札制度の改善状況について、報告を

お願いします。 

 

○布施契約課主幹  （報告事項について説明） 

 

質疑・応答 

 

○中曽根委員  指名停止理由の成績不良と粗雑工事について、違いを説明してください。 

 

○山田検査課長  成績不良ですが、成績評定が６０点未満ですと、今後指名等に影響を及

ぼすおそれのある工事と位置づけられておりまして、５段階評価でＥ評価

となっております。評価は、所管課の総括監督員が２割、主任監督員が４

割、検査課が４割の割合です。この工事では、工事中においては、施工体

制や施工状況に関して指摘したことが多く、しかも指示書による改善を要

望しました。完成検査においては、手直しを要する箇所が非常に多く見受

けられました。成果品としては手直しさせているので合格ですが、その前

の評価が低かったことになります。 

 

○田野契約課長  粗雑工事は業務委託の案件です。検査、引渡しが終わった後、不可抗力

等による場合を除きまして、あくまでも過失、欠陥、欠点が見つかった場

合、指名停止をしております。この業務では、設計業者の設計が、例えば

鉄筋が１０本必要なところを７本で設計したというようなもので、工事に

影響を及ぼしたので、粗雑工事としております。 

 

○中曽根委員  総合評価落札方式ですが、学識経験者の意見について、どういうことを

聞き、どう反映させているのでしょうか。 
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○田野契約課長  総合評価落札方式では学識経験者の意見を３回聞くことに地方自治法施

行令で決まっております。この工事を総合評価で行ってよいか決めるとき、

評価項目などの基準を決めるとき、落札決定をするときと、計３回、２名

以上から聞いています。疑義があれば意見をいただくことになっています

が、今までは疑義は特にありませんでした。 

         来月と思われますが、地方自治法施行令が改正され、学識経験者に意見

を聞く回数が１回となるような案があがっています。学識経験者の希望が

なければ、落札決定のときは省略できることとなります。 

 

○鵜澤委員長  他に質問がありますか。 

         無いようですので、これで終了させて頂きます。次回の入札方式別契約

手続の審議案件抽出委員を篠委員にお願いしたいのですが、いかがでしょ

うか。 

 

○篠 委 員  お受けします。 

 

○鵜澤委員長  篠委員よろしくお願いしいたします。これで本日の委員会の審議を終了

させていただきます。 

                 なお、最後となりますが、私ども当委員会の２年間のまとめとして、事

前に各委員と検討しました意見を述べたいと思います。事務局には、後ほ

ど書面でお渡ししますので、市長への報告をお願いします。 

 

○鵜澤委員長  委員会は、この２年間で委員により抽出された案件計２５件の審議を 

行ってきたが、内容について特に問題はなかった。  

         千葉市は、当委員会の審議内容を充分踏まえたうえで、様々な入札・契

約制度の改善へ積極的に取り組んでおり、当委員会の活動が入札・契約制

度の適正な運営に寄与していることは、大変意義深いものがある。 

         しかしながら、全国的に一般競争入札が急速に拡大している中、千葉市

においては、未だ一般競争入札の占める割合が全体件数の約３割と少数で

ある。本年４月から建設工事等に電子入札を全件導入するにあたり、電子

入札による一般競争入札の意義を踏まえ、より一層、透明性が高く、公正

で競争性のある入札を実現させることが必要である。 

また、公共工事における品質確保は、良質な社会資本の整備を通じて、

安全の確保、環境の保全、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与す

るものであり、過度な安値受注を未然に防ぐ効果も期待できるため、経済

性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的

に優れた内容の契約がなされることが望ましい。 

         このような状況に鑑み、今後は、一般競争入札及び総合評価落札方式の
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なお一層の拡大を図られたい。 

 

○田野契約課長  本日は長時間ありがとうございました。閉会にあたりまして、財政局長       

の山本より挨拶申し上げます。 

 

○山本財政局長  （挨拶）    

 

午後３時００分閉会 
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